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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 60068-2-11:1989
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
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 (IEC 60068-2-11：2021) 

環境試験方法－電気・電子－第 2-11 部： 
塩水噴霧試験方法（試験記号：Ka） 

Environmental testing-Part 2-11: Tests-Test Ka: Salt mist 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 4 版として発行された IEC 60068-2-11 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，塩水噴霧環境における，電気・電子製品の部品，機器及び材料の耐食性を評価するための

試験方法について規定する。この試験は，防食の有無にかかわらず，塩水噴霧にさらされた金属材料の比

較品質が維持されることの検証を目的とする。 

この試験方法は，金属を腐食から保護するために施した被膜の品質及び均一性を評価するために有効で

ある。さらに，特定の金属被膜，有機被膜，陽極酸化被膜及び化成被膜における細穴又は他の欠陥のよう

な不連続性を検出するために特に有効である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60068-2-11:2021，Environmental testing－Part 2-11: Tests－Test Ka: Salt mist（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60068-1 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1，Environmental testing－Part 1: General and 

guidance 

3 用語及び定義 

この規格には，定義する用語はない。 


